
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人製品評価技術基盤機構の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

別 添

当機構は、行政執行法人として、経済産業省が所管する工業製品等に関する技術上の

評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等

を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための

技術的な基盤の整備を行うことを目的としている。主要業務として、製品安全、化学物

質管理、バイオテクノロジー、適合性評価推進及び電気安全評価の５分野の事業を経済

産業省と連携して実施している。

役員報酬水準を検討するにあたっては、同じ経済産業省所管の独立行政法人（①）、

類似事業として国民生活の安全確保を担っている独立行政法人（②）、当機構と同じ行

政執行法人（③）を参考とした。

①独立行政法人工業所有権情報・研修館

当該法人は、同じ経済産業省所管の独立行政法人であり、産業財産権に関する情報の

提供といった事業（工業所有権に関する情報提供、権利化推進、人材育成業務等）を実

施している。常勤職員は107人（令和8年4月1日現在）。公表資料によれば、令和６年度

の法人の長の年間報酬額は17,710千円であり、理事の年間報酬額は15,844千円であった。

②独立行政法人国民生活センター

当該法人は、消費者庁所管の独立行政法人であり、国民の消費生活に関する情報収

集・提供、商品テストなど、国民生活の安定及び向上に寄与し、消費者被害の予防と救

済に関わる事業（相談、商品テスト、広報、ADR業務等）を実施している。常勤職員は

139人（令和8年4月1日現在）。公表資料によれば、令和６年度の法人の長の年間報酬額

は18,419千円であり、理事の年間報酬額は15,290千円（令和６年度に年間を通じて在籍

した理事の年間報酬額のうち最も高い者）であった。

③独立行政法人統計センター

当該法人は、総務省所管の独立行政法人であり、国勢調査その他国勢の基本に関する

統計調査の製表、これに必要な統計技術の研究等を実施している。常勤職員は643人（令

和8年1月1日現在）。公表資料によれば、令和６年度の法人の長の年間報酬額は19,464千

円であり、理事の年間報酬額は15,608千円（令和６年度に年間を通じて在籍した理事の

年間報酬額のうち最も高い者）であった。

【参考データ】

事務次官年間報酬額 25,239千円

（人事院資料「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み （令和７年８月）」から

抜粋した事務次官の年間報酬額）



理事長

理事

理事（非常勤）

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導
入実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

役員報酬支給基準は、基本俸給（俸給及び地域手当の月額に12を乗じて得

た額並びに期末手当を加えた額）、通勤手当及び業績給から構成されている。

月額については、独立行政法人製品評価技術基盤機構役員報酬規程に則り、

俸給の月額（1,006,000円）に地域手当（201,200円）を加算して算出してい

る。期末手当についても、同規程に則り、（俸給の月額＋地域手当の月額）

＋（俸給の月額＋地域手当の月額）×0.20＋俸給の月額×0.25に、100分の

155.66を乗じて得た額としている。

なお、令和７年度は、給与法指定職俸給表の改定に伴い俸給の月額の引き

上げ（979,000円→1,006,000円）及び期末手当支給割合の引き上げ(100分の

153.22→100分の155.66）を実施した。

役員報酬支給基準は、基本俸給（俸給及び地域手当の月額に12を乗じて得

た額並びに期末手当を加えた額）、通勤手当及び業績給から構成されている。

月額については、独立行政法人製品評価技術基盤機構役員報酬規程に則り、

俸給の月額（794,000円）に地域手当（158,800円）を加算して算出している。

期末手当についても、同規程に則り、（俸給の月額＋地域手当の月額）＋

（俸給の月額＋地域手当の月額）×0.20＋俸給の月額×0.25に、100分の

155.66を乗じて得た額としている。

なお、令和７年度は、給与法指定職俸給表の改定に伴い俸給の月額の引き

上げ（772,000円→794,000円）及び期末手当支給割合の引き上げ(100分の

153.22→100分の155.66）を実施した。

基本俸給（俸給及び地域手当の月額に12を乗じて得た額並びに期末手当を加えた額）

に、経済産業大臣から通知された令和６年度における業務の実績に対する評価結果に応

じて、次の割合を乗じて得た額を業績給として支給した（支給は令和６年度に在籍して

いた者に対して支給）。

Ｓ評価： 100分の10

Ａ評価： 100分の7.5

Ｂ評価： 100分の5

Ｃ評価： 100分の2.5

Ｄ評価： 100分の零

非常勤役員手当支給基準は、月額又は日額及び通勤に要する実費から構成

されている。月額又は日額については、独立行政法人製品評価技術基盤機構

役員報酬規程に則り、月額（516,000円）又は日額（61,000円）としている。

なお、令和７年度は、給与法指定職俸給表の改定に伴い俸給の月額の引き

上げ（月額502,000円→516,000円、日額59,000円→61,000円）を実施した。



監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

21,216 12,072 6,730 2,414 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

1,133 － 1,133 － ○ ◇

千円 千円 千円 千円

1,133 － 1,133 － ○ ※

千円 千円 千円 千円

15,778 9,528 4,177
1,905

167
（地域手当）
（通勤手当） ○ ◇

千円 千円 千円 千円

14,338 9,528 2,738
1,905

167
（地域手当）
（通勤手当） ○ ※

千円 千円 千円 千円

13,683 7,764 4,327
1,552

38
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

4,300 4,280 － 20 （通勤手当）

注１：「地域手当」とは、地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して

　　　支給されているものである。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。

注３：報酬等の総額は、千円未満の端数処理の関係で内訳の合計と一致しない場合がある。

その他（内容）

理事長

C理事

D理事

B理事

A理事

A監事

B監事
（非常
勤）

前職
就任・退任の状況

役名

役員報酬支給基準は、基本俸給（俸給及び地域手当の月額に12を乗じて得

た額並びに期末手当を加えた額）、通勤手当及び業績給から構成されている。

月額については、独立行政法人製品評価技術基盤機構役員報酬規程に則り、

俸給の月額（647,000円）に地域手当（129,400円）を加算して算出している。

期末手当についても、同規程に則り、（俸給の月額＋地域手当の月額）＋

（俸給の月額＋地域手当の月額）×0.20＋俸給の月額×0.25に、100分の

155.66を乗じて得た額としている。

なお、令和７年度は、給与法指定職俸給表の改定に伴い俸給の月額の引き

上げ（629,000円→647,000円）及び期末手当支給割合の引き上げ(100分の

153.22→100分の155.66）を実施した。

非常勤役員手当支給基準は、月額又は日額及び通勤に要する実費から構成

されている。月額又は日額については、独立行政法人製品評価技術基盤機構

役員報酬規程に則り、月額（487,000円）又は日額（58,000円）としている。

なお、令和７年度は、給与法指定職俸給表の改定に伴い俸給の月額の引き

上げ（月額474,000円→487,000円、日額56,000円→58,000円）を実施した。



３　役員の報酬水準の妥当性について

【法人の検証結果】

　理事長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

近年、我が国を取り巻く、急速な少子高齢化や、経済のグローバル化、イ

ノベーションの進展といった国民生活や産業活動の変化の中で、当機構には、

製品等の信頼性・安全性の確保を通じた国民生活の安全の確保や、産業活動

における信頼性・安全性の確保、工業製品等の品質の向上を通じた産業の発

展を支える社会基盤として、製品安全分野、化学物質管理分野、バイオテク

ノロジー分野、適合性評価推進分野、電気安全評価分野のそれぞれにおいて、

中核的業務である関係法令の執行業務・支援業務等を正確かつ確実に実施し、

持続可能な経済発展に貢献していくことが求められている。そのため、当機

構理事長は法人の長として業務を遂行する高度なマネジメント能力及び幅広

い知見が必要とされ、さらに適切な内部統制の下、組織を適正に運営すると

いう責務をおっている。そのような条件を満たす人材を登用するためには国

家公務員型の法人として、国の試験所、研究所の長又は本府省の局長等の報

酬と同程度の待遇をする必要がある。

また、当機構理事長の報酬は、独立行政法人工業所有権情報・研修館と

いった経済産業省所管の独立行政法人の長、独立行政法人統計センターと

いった独立行政法人の中でも行政執行法人に該当する法人の長の年間報酬額

との比較においても、その報酬水準は妥当なものと考えられる。

上記の法人の長の部分で記載したような当該法人の業務を遂行し、理事長

を補佐するためには、高度なマネジメント能力と幅広い知見が必要とされる。

そのため、そのような条件を満たす人材を登用するためには国家公務員型の

法人として、本府省の局次長、審議官等の報酬と同程度の待遇をする必要が

ある。

理事の報酬は、経済産業政策を支えている他の独立行政法人の役員等と比

較考慮したうえで決定されており、その報酬水準は妥当なものと考えられる。

当機構が遂行する非常に幅広い業務を監事として監査するためには、監査

報告の作成等監査を実施するための高度な専門能力、幅広い知見と判断力が

必要とされる。そのため、そのような人材を登用するためには公務員型の法

人として、本府省の審議官、部長等の報酬と同程度の待遇をする必要がある。

監事の報酬は、経済産業政策を支えている他の独立行政法人の役員等と比

較考慮したうえで決定されており、その報酬水準は妥当なものと考えられる。

該当者なし。



　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

独立行政法人製品評価技術基盤機構は、国と密接に関連して国民生活の安

全確保と経済基盤を支えるために製品安全、化学物質管理等の業務を広範に

行っており、業務を遂行する高いマネジメント能力や幅広い知見が求められ、

法人の長等にはそれに見合った適切な処遇が必要である。

また、役員報酬には、経済産業大臣による毎年度の業務実績評価を適切に

反映させる仕組みとなっており、今回の報酬額についても、その結果を反映

したものであり、適正であると認める。

独立行政法人製品評価技術基盤機構においては、報酬等の支払の基準につ

いて、国家公務員の報酬・給与等を考慮するなど、適正確保に向けた取り組

みを行っており、経済産業省としてもそうした取り組みを促しつつ、支払水

準の適正性について注視していく。

当機構が遂行する非常に幅広い業務を監事として監査するためには、監査

報告の作成等監査を実施するための高度な専門能力、幅広い知見と判断力が

必要とされる。そのため、そのような人材を登用するためには公務員型の法

人として、本府省の審議官、部長等の報酬と同程度の待遇をする必要がある。

常勤監事の報酬年額を年間出勤必要日数（21日/月×12月）で除した額を

非常勤監事の報酬日額としており、その報酬水準は妥当なものと考えられる。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

2,132 2 2025/3/31 1.1 ※
千円 年 月

該当者なし

注１：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　独立行政法人等の退職者「※」

注２：B理事については、既に暫定的な業績勘案率により算出した支給額（令和６年度支給：1,939千円）

　　　を当該役員に対して仮支給していたが、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定したことによる

　　　確定した退職手当の総額である。

注３：非常勤役員については、退職手当を支給しないとの規程があるため、表を省略した。

５　退職手当の水準の妥当性について

【主務大臣の判断理由等】

区分

注：非常勤役員については、退職手当を支給しないとの規程があるため、表を省略した。

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

該当者なし

理事長

B理事

監事

法人での在職期間

判断理由

　理事の退職手当については、在職期間につき、俸給月額に「独立行政法人、特殊法
人及び認可法人の役員の退職金について」（閣議決定）における役員の退職金の支給
率を乗じて得た額に、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルール
について」（総務大臣決定）に基づく業績勘案率を乗じて得た額としている。

理事長

B理事

監事

基本俸給（俸給及び地域手当の月額に12を乗じて得た額並びに期末手当を加えた額）に、

経済産業大臣から通知された当該年度における業務の実績に対する評価結果に応じて、

次の割合を乗じて得た額を業績給として支給している。

Ｓ評価： 100分の10

Ａ評価： 100分の7.5

Ｂ評価： 100分の5

Ｃ評価： 100分の2.5

Ｄ評価： 100分の零



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

当機構職員の給与水準の決定に際しては、独立行政法人通則法第57条の規定を基本と

し、国家公務員の給与の改定内容（人事院勧告）を考慮し、我が国の社会一般の情勢の

変化に応じ決定している。

その他、令和７年国家公務員給与等実態調査及び令和７年職種別民間給与実態調査を

参考とした。

○国家公務員給与等実態調査

令和７年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は

414,480円（平均41.9歳）となっており、全職員の平均給与月額は424,979円となってい

る。

○職種別民間給与実態調査

当機構と同等の規模（100～500人）の職種（技術係長）の大学卒の令和７年４月の平

均支給額は448,108円（平均43.2歳）となっている。

当機構においては、設立当時の平成１３年から業績給（業績手当）を導入し、その者

の業績評価結果と勤務態度を勘案し、勤務成績を業績手当に反映してきた。平成１７年

度（管理職は平成１６年度）から業績評価３を標準とする５段階評価を、令和５年度か

らは６段階評価を実施し、その業績率は国家公務員の勤勉手当に係る成績率に準じて見

直してきた。

一般職俸給表適用職員の業績手当及び業績率は、人事院勧告により改定している国家

公務員の勤勉手当の支給割合（月数）を踏まえた支給としている。

【業績率（６月）】一般職俸給表適用職員／専門スタッフ職俸給表適用職員

業績評価６： 100分の152.75／100分の190.5

業績評価５： 100分の129.75／100分の148.5

業績評価４： 100分の112.5／100分の117

業績評価３： 100分の101／100分の96

業績評価２： 100分の92.5／100分の87.5

業績評価１： 100分の84／100分の79

【業績率（１２月）】一般職俸給表適用職員／専門スタッフ職俸給表適用職員

業績評価６： 100分の155.25／100分の193

業績評価５： 100分の132.25／100分の151

業績評価４： 100分の115／100分の119.5

業績評価３： 100分の103.5／100分の98.5

業績評価２： 100分の95／100分の90

業績評価１： 100分の86.5／100分の81.5



　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

○給与制度の内容

独立行政法人製品評価技術基盤機構職員給与規程等に則り、俸給及び諸手当（職責手

当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、 地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤

手当、単身赴任手当、在宅勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、夜勤手当、期末手

当及び業績手当）を支給している。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給＋扶養手当＋地域手当＋広域異動手当＋

役職段階別加算額＋管理職加算額）に６月に支給する場合には100分の125、１２月に支

給する場合には100分の127.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

業績手当については、業績手当基礎額（俸給＋地域手当＋広域異動手当＋役職段階別

加算額＋管理職加算額）に業績手当率基準要領に定める基準に従って定める割合を乗じ、

さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得

た額としている。

○令和７年度における主な改定内容

人事院勧告に基づく国家公務員の給与法改定を踏まえ、以下のとおり給与制度を改正

した。

・採用市場での競争力向上のため、初任給について大幅な引上げを実施した。

・民間との較差15,014円(3.62%）の解消のため、若年層に特に重点を置きつつ、

その他の職員も月例給の引上げを実施した。

・令和７年度以降の６月及び１２月の期末手当支給割合について、それぞれ1.25月

を1.2625月に引き上げを実施した。

なお、支給済みの６月期の期末手当の引き上げ分を１２月期の期末手当に配分して

支給した。

・令和７年度以降の６月及び１２月の業績手当支給割合について、それぞれ1.05月

を1.0625月に引き上げを実施した。

なお、支給済みの６月期の業績手当の引き上げ分を１２月期の業績手当に配分して

支給した。

・自動車等使用者に対する通勤手当の引き上げを実施した。



２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：任期付職員及び再任用職員を含む、全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

351 45.7 7,835 5,584 177 2,251
人 歳 千円 千円 千円 千円

351 45.7 7,835 5,584 177 2,251

人 歳 千円 千円 千円 千円

─ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 64 6,424 5,209 365 1,215
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 64 6,424 5,209 365 1,215

注１：区分中の研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、

　　　教育職種（高等専門学校教員）については、該当者がいないため欄を省略した。

注２：常勤職員については、任期付職員及び再任用職員を除く。

注３：任期付職員については、事務・技術職種の該当者が２人以下であるため、当該個人に関する情報が

　　　特定されるおそれのあることから、区分以外は記載しない。

注４：再任用職員については、事務・技術職種の該当者が２人以下であるため、当該個人に関する情報が

　　　特定されるおそれのあることから、区分以外は記載しない。また、再任用職員全体の数値からも

　　　除外している。

注５：在外職員及び非常勤職員については、該当者がいないため、表を省略した。

注６：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額である。

注７：「通勤手当等」は、通勤手当と在宅勤務等手当を合算した額である。

任期付職員

事務・技術

区分

常勤職員

うち賞与
平均年齢

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：　328人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：　452人

専門スタッフ職

事務・技術

再任用職員

事務・技術

うち所定内



③

注：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

本部部長 19 58.0 11,544

本部課長 45 53.8 10,007

本部課長補佐 79 53.3 8,202

本部係長 61 48.2 7,752

本部主任 83 35.2 6,184

本部係員 41 27.8 5,090

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均年齢人員

10,244 ～ 5,477

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ

千円

14,243 ～ 9,987

年間給与額

10,722 ～ 8,363

8,761 ～ 5,741

最高～最低

7,880 ～ 4,922

5,544 ～ 4,092
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円



⑤

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.6 49.4 50.0
％ ％ ％

49.4 50.6 50.0
％ ％ ％

         最高～最低 62.8 ～ 43.1 63.3 ～ 45.1 63.1 ～ 44.2
％ ％ ％

53.0 51.7 52.4
％ ％ ％

47.0 48.3 47.6
％ ％ ％

         最高～最低 55 ～ 42.1 55.8 ～ 43.6 55.4 ～ 42.9

３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

一律支給分（期末相
当）

区分

管理
職員

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

査定支給分（勤勉相
当）
（平均）

一律支給分（期末相
当）

・年齢・地域・学歴勘案 　94.8

・年齢勘案              103.7

・年齢・地域勘案         96.2

項目

一般
職員

内容

対国家公務員
指数の状況 ・年齢・学歴勘案        101.7

査定支給分（勤勉相
当）
（平均）

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　当機構の年齢勘案の対国家公務員指数が3.7ポイント、年齢・
学歴勘案の対国家公務員指数が1.7ポイント、国に比べて給与水
準が高くなっている。これは、国家公務員は、給与水準を算出
する際の地域手当支給区分のうち1級地及び2級地の者の割合が
41.5%（139,580人中57,954人：令和７年国家公務員給与等実態
調査第10表の行政職俸給表（一））であるのに対し、当機構は
82.3%（328人中270人）と著しく高いことが要因と考えられる。
　地域を考慮した、年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案
の指数は100を下回っており、実質、当機構の職員の給与水準は
国家公務員より低いと言える。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　91.3％】
　国からの財政支出額　8,005,362千円
　支出予算の総額　8,772,362千円（令和７年度予算）

【累積欠損額　0円（令和７年度決算) 】

【管理職の割合　19.3％】
　本公表における対象常勤職員数353人中68人

【大卒以上の高学歴者の割合　82.4％】
　本公表における対象常勤職員数353人中291人

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　37.6％】
　給与・報酬等支給総額　3,649,026千円
　支出総額　9,711,513千円（令和７年度決算）

　給与水準の妥当性の
　検証



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

講ずる措置

【法人の検証結果】
　年齢・地域・学歴の全てを勘案した場合、94.8と国家公務員
より低い給与水準となっている。当機構は、公務員型の独立行
政法人として国に準じた給与体系を採用しており、給与水準は
妥当であると考える。

　勤務形態の多様化に対応しつつ、引き続き、国家公務員の給
与水準を十分考慮し、妥当性を維持する。

【主務大臣の検証結果】
　国に準じた給与体系を採用しており、かつ、年齢・地域・学
歴勘案した場合の対国家公務員指数は94.8であり、適切であ
る。

【扶養親族がいない場合】

２２歳（大卒初任給）： 月額232,000円、年間給与3,861,040円

３５歳（本部主任）： 月額363,480円、年間給与6,208,458円

５０歳（本部課長）： 月額593,520円、年間給与9,920,864円

※扶養家族がいる場合、扶養手当（配偶者3,000円/月、子１人につき11,500円/月）

を支給する。

当機構は、設立当時の平成１３年から業績給（業績手当）を導入し、その者の業

績評価結果と勤務態度を勘案し、勤務成績を業績手当へ反映させてきており、業績

手当及び業績率は国家公務員の勤勉手当に係る成績率に準じて見直してきた。

今後とも、法人の業務実績評価の結果を適切に反映させ、かつ、民間の特別給に

応じ改定している国家公務員の期末・勤勉手当の支給割合（月数）を反映させ、勤

務実績に応じた給与としていく。



Ⅲ　総人件費について

令和7年度

千円

(Ａ)

千円

(Ｂ)

千円

(Ｃ)

千円

(Ｄ) 668,771
千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：最広義人件費は、千円未満の端数処理の関係で内訳の合計と一致しない場合がある。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

54,259

区　　分

給与、報酬等支給総額

3,649,026

福利厚生費

最広義人件費

非常勤役職員等給与

5,484,075

退職手当支給額

1,112,020

「給与、報酬等支給総額」の対前年度比は約1.06であり、ほぼ前年度並みであった。

「最広義人件費」の対前年度比は約1.02であり、ほぼ前年度並みであった。

特になし。

・事務・技術職員の定年年齢は６２歳（令和７年度）

・６０歳に達した管理監督職の職員は管理監督職以外の官職に降任（管理監督職勤務

上限年齢制）

・６０歳に達する年度の翌年度以降の職員の給与水準は６０歳時点の７割水準

・６０歳以降定年前に退職する場合であっても定年退職と同様に退職手当を算定


